
報第２号 

 

      平成３１年度高山市一般会計補正予算（第８号）の専決処分について 

 

  平成３１年度高山市の一般会計の補正予算（第８号）を別紙とすることにつき、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、令和２年３月３１日専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する。 

 

    令和２年５月１１日提出 

 

高山市長  國 島  芳 明 

 

 



                                                                   

 

 

   平成３１年度高山市一般会計補正予算（第８号） 

 

  平成３１年度高山市の一般会計の補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２２，１１９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ 

ぞれ５０，１１７，３９２千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表  

歳入歳出予算補正」による。 

 

    令和２年３月３１日専決 

                                                                    高山市長  國 島  芳 明 



歳　入 (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補　　正　　額 計

18. 寄 附 金 ３６９，３９６ ２２，１１９ ３９１，５１５

1. 寄 附 金 ３６９，３９６ ２２，１１９ ３９１，５１５

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ５０，０９５，２７３ ２２，１１９ ５０，１１７，３９２

歳　出 (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補　　正　　額 計

2. 総 務 費 ９，１６０，４０２ ２２，１１９ ９，１８２，５２１

1. 総 務 管 理 費 ８，３５７，５８５ ２２，１１９ ８，３７９，７０４

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ５０，０９５，２７３ ２２，１１９ ５０，１１７，３９２

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正



平成31年度高山市一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

歳　入

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金 (単位：千円)

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　　明

 1. 総務費寄附金 263,614 22,019 285,633  1. 総務費寄附金 22,019 夢・まちづくり基金               136(1,078)

飛騨高山ふるさと基金        21,883(259,536)

 2. 民生費寄附金 200 100 300  1. 社会福祉費寄附金 100 福祉健康基金                       100(200)

計 369,396 22,119 391,515

目
区     分 金   額

歳　出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費 (単位：千円)
補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 特    定    財    源 説　　　明

国庫支出金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

 8. 財産管理費 3,881,546 22,119 3,903,665 22,119 25. 積立金 22,119 夢・まちづくり基金積立金      136(1,078)

飛騨高山ふるさと基金積立金

                         21,883(259,971)

福祉健康基金積立金              100(200)

計 8,357,585 22,119 8,379,704 22,119

一般財源 区   分 金   額


